
　子ども子育て支援交付金について

＜出典：東京都子供・子育て支援交付金補助要綱＞

○補助基準額
　（１）年間開所日数250日以上の学童クラブ事業所

ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
　（ア）構成する児童の数が1～19人の支援の単位
　　　　2,305,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数）×27,000円
　（イ）構成する児童の数が20～35人の支援の単位
　　　　4,484,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数）×25,000円
　（ウ）構成する児童の数が36～45人の支援の単位　　　　　　　4,484,000円
　（エ）構成する児童の数が46～70人の支援の単位
　　　　4,484,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人）×60,000円
　（オ）構成する児童の数が71人以上の支援の単位　　　　　　　2,917,000円

イ　開所日数加算額（1支援の単位当たり年額）
（年間開所日数－250日）×18,000円
（1日8時間以上開所する場合）

ウ　長期休暇支援加算額（1支援の単位当たり年額）　
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

　（上記要件に該当する開所日数）×18,000円

エ　長時間開所加算額（1支援の単位当たり年額）　
　（ア）平日分

「1日6時間を超え、かつ18時を越える時間」の年間平均時間数
　　　×392,000円

　（イ）長期休暇等分
　　　　　「1日8時間を越える時間」の年間平均時間数 　　　×176,000円

＜出典：都型学童クラブ事業補助要綱＞

○補助基準額
　（１）都型学童クラブ運営費補助

支援の単位ごとに、毎月初日の児童の数により区分される次に定める額
（１支援の単位当たり月額）
ア　10人～19人の場合　　398,000円－（19人－児童数）×21,000円
イ　20人～35人の場合　　398,000円－（36人－児童数）×12,000円
ウ　36人～45人の場合　　398,000円
エ　46人～70人の場合　　398,000円－（児童数－45人）×5,000円

○ 運営費補助例
（千円）

特財 負担
負担率 負担率 国+都 区

国 1／3 -

都 1／3 1／2

区 1／3 1／2 - 3,938

補助総額　⇒　提案参考価格（想定人件費＋想定事業費＋管理費）

区一財（補助総額-特財）
補助総額

16,159
22,075

5,916 -

1,982

-

1,956

1,956

放課後児童健全育成事業
子ども子育て支援交付金 （都独自）都型学童クラブ事業

都型

1,980

1,980
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想定人件費

3
2

※1　非常勤職員の単価は210,000円／月とした（平成31年度専務的事業金職員報酬額
　　　（週5日学童保育クラブ指導員209,400円）を参照）。
※2　延長加算は①1日保育時の運営が10→11時間になること（1.1倍）、②延長時の想定配置人数が
　　　2人（配置総数5人）になること（2/5）から①×②＝4.4％とした。

想定人件費（延長加算あり※2）

非常勤 2,520,000 Ｂ
（Ａ＋Ｂ）＋（Ａ＋Ｂ）×4.4％

人数 単価　※1 人数×単価

常勤 各学童の平均値 Ａ


